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附
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第
一
章
　
総
則

（
目
的
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
認
知
症
、
知
的
障
害
そ
の
他
の

精
神
上
の
障
害
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
財
産
の
管
理
又
は

日
常
生
活
等
に
支
障
が
あ
る
者
を
社
会
全
体
で
支
え
合

う
こ
と
が
、
高
齢
社
会
に
お
け
る
喫
緊
の
課
題
で
あ

り
、
か
つ
、
共
生
社
会
の
実
現
に
資
す
る
こ
と
及
び
成

年
後
見
制
度
が
こ
れ
ら
の
者
を
支
え
る
重
要
な
手
段
で

あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
十
分
に
利
用
さ
れ
て
い
な
い
こ

と
に
鑑
み
、
成
年
後
見
制
度
の
利
用
の
促
進
に
つ
い

て
、
そ
の
基
本
理
念
を
定
め
、
国
の
責
務
等
を
明
ら
か

に
し
、
及
び
基
本
方
針
そ
の
他
の
基
本
と
な
る
事
項
を

定
め
る
こ
と
等
に
よ
り
、
成
年
後
見
制
度
の
利
用
の
促

進
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進
す
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条
　
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
成
年
後
見
人
等
」
と

は
、
次
に
掲
げ
る
者
を
い
う
。

一
　
成
年
後
見
人
及
び
成
年
後
見
監
督
人

二
　
保
佐
人
及
び
保
佐
監
督
人

三
　
補
助
人
及
び
補
助
監
督
人

四
　
任
意
後
見
人
及
び
任
意
後
見
監
督
人

２
　
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
成
年
被
後
見
人
等
」
と
は
、

次
に
掲
げ
る
者
を
い
う
。

一
　
成
年
被
後
見
人

二
　
被
保
佐
人

三
　
被
補
助
人

四
　
任
意
後
見
契
約
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法

律
第
百
五
十
号
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
任

意
後
見
監
督
人
が
選
任
さ
れ
た
後
に
お
け
る
任
意
後

見
契
約
の
委
任
者

３
　
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
成
年
後
見
等
実
施
機
関
」
と

は
、
自
ら
成
年
後
見
人
等
と
な
り
、
又
は
成
年
後
見
人

等
若
し
く
は
そ
の
候
補
者
の
育
成
及
び
支
援
等
に
関
す

る
活
動
を
行
う
団
体
を
い
う
。

４
　
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
成
年
後
見
関
連
事
業
者
」
と

は
、
介
護
、
医
療
又
は
金
融
に
係
る
事
業
そ
の
他
の
成

年
後
見
制
度
の
利
用
に
関
連
す
る
事
業
を
行
う
者
を
い

う
。

（
基
本
理
念
）

第
三
条
　
成
年
後
見
制
度
の
利
用
の
促
進
は
、
成
年
被
後

見
人
等
が
、
成
年
被
後
見
人
等
で
な
い
者
と
等
し
く
、

基
本
的
人
権
を
享
有
す
る
個
人
と
し
て
そ
の
尊
厳
が
重

ん
ぜ
ら
れ
、
そ
の
尊
厳
に
ふ
さ
わ
し
い
生
活
を
保
障
さ

れ
る
べ
き
こ
と
、
成
年
被
後
見
人
等
の
意
思
決
定
の
支

援
が
適
切
に
行
わ
れ
る
と
と
も
に
、
成
年
被
後
見
人
等

の
自
発
的
意
思
が
尊
重
さ
れ
る
べ
き
こ
と
及
び
成
年
被

後
見
人
等
の
財
産
の
管
理
の
み
な
ら
ず
身
上
の
保
護
が

適
切
に
行
わ
れ
る
べ
き
こ
と
等
の
成
年
後
見
制
度
の
理

念
を
踏
ま
え
て
行
わ
れ
る
も
の
と
す
る
。

２
　
成
年
後
見
制
度
の
利
用
の
促
進
は
、
成
年
後
見
制
度

の
利
用
に
係
る
需
要
を
適
切
に
把
握
す
る
こ
と
、
市
民

の
中
か
ら
成
年
後
見
人
等
の
候
補
者
を
育
成
し
そ
の
活

用
を
図
る
こ
と
を
通
じ
て
成
年
後
見
人
等
と
な
る
人
材

を
十
分
に
確
保
す
る
こ
と
等
に
よ
り
、
地
域
に
お
け
る

需
要
に
的
確
に
対
応
す
る
こ
と
を
旨
と
し
て
行
わ
れ
る

も
の
と
す
る
。

３
　
成
年
後
見
制
度
の
利
用
の
促
進
は
、
家
庭
裁
判
所
、

関
係
行
政
機
関
（
法
務
省
、
厚
生
労
働
省
、
総
務
省
そ

の
他
の
関
係
行
政
機
関
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
地
方

公
共
団
体
、
民
間
の
団
体
等
の
相
互
の
協
力
及
び
適
切

な
役
割
分
担
の
下
に
、
成
年
後
見
制
度
を
利
用
し
又
は

利
用
し
よ
う
と
す
る
者
の
権
利
利
益
を
適
切
か
つ
確
実

に
保
護
す
る
た
め
に
必
要
な
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
を

旨
と
し
て
行
わ
れ
る
も
の
と
す
る
。

（
国
の
責
務
）

第
四
条
　
国
は
、
前
条
の
基
本
理
念
（
以
下
単
に
「
基
本

理
念
」
と
い
う
。
）
に
の
っ
と
り
、
成
年
後
見
制
度
の

利
用
の
促
進
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
に
策
定
し
、
及

び
実
施
す
る
責
務
を
有
す
る
。

（
地
方
公
共
団
体
の
責
務
）

第
五
条
　
地
方
公
共
団
体
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、

成
年
後
見
制
度
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
施
策
に
関

し
、
国
と
の
連
携
を
図
り
つ
つ
、
自
主
的
か
つ
主
体
的

に
、
そ
の
地
域
の
特
性
に
応
じ
た
施
策
を
策
定
し
、
及

び
実
施
す
る
責
務
を
有
す
る
。

（
関
係
者
の
努
力
）

第
六
条
　
成
年
後
見
人
等
、
成
年
後
見
等
実
施
機
関
及
び

成
年
後
見
関
連
事
業
者
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、

そ
の
業
務
を
行
う
と
と
も
に
、
国
又
は
地
方
公
共
団
体

が
実
施
す
る
成
年
後
見
制
度
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る

施
策
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
国
民
の
努
力
）

第
七
条
　
国
民
は
、
成
年
後
見
制
度
の
重
要
性
に
関
す
る

関
心
と
理
解
を
深
め
る
と
と
も
に
、
基
本
理
念
に
の
っ

と
り
、
国
又
は
地
方
公
共
団
体
が
実
施
す
る
成
年
後
見

制
度
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
施
策
に
協
力
す
る
よ
う

努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
関
係
機
関
等
の
相
互
の
連
携
）

第
八
条
　
国
及
び
地
方
公
共
団
体
並
び
に
成
年
後
見
人

等
、
成
年
後
見
等
実
施
機
関
及
び
成
年
後
見
関
連
事
業

者
は
、
成
年
後
見
制
度
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
施
策

の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
相
互
の
緊
密
な
連
携
の
確
保

に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

２
　
地
方
公
共
団
体
は
、
成
年
後
見
制
度
の
利
用
の
促
進

に
関
す
る
施
策
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
特
に
、
そ
の

地
方
公
共
団
体
の
区
域
を
管
轄
す
る
家
庭
裁
判
所
及
び

関
係
行
政
機
関
の
地
方
支
分
部
局
並
び
に
そ
の
地
方
公

共
団
体
の
区
域
に
所
在
す
る
成
年
後
見
人
等
、
成
年
後

見
等
実
施
機
関
及
び
成
年
後
見
関
連
事
業
者
そ
の
他
の

関
係
者
と
の
適
切
な
連
携
を
図
る
よ
う
、
留
意
す
る
も

の
と
す
る
。

（
法
制
上
の
措
置
等
）

第
九
条
　
政
府
は
、
第
十
一
条
に
定
め
る
基
本
方
針
に
基

づ
く
施
策
を
実
施
す
る
た
め
必
要
な
法
制
上
又
は
財
政

上
の
措
置
そ
の
他
の
措
置
を
速
や
か
に
講
じ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
成
年
被
後
見
人
等

の
権
利
の
制
限
に
係
る
関
係
法
律
の
改
正
そ
の
他
の
同

条
に
定
め
る
基
本
方
針
に
基
づ
く
施
策
を
実
施
す
る
た

め
必
要
な
法
制
上
の
措
置
に
つ
い
て
は
、
こ
の
法
律
の

施
行
後
三
年
以
内
を
目
途
と
し
て
講
ず
る
も
の
と
す

る
。

（
施
策
の
実
施
の
状
況
の
公
表
）

第
十
条
　
政
府
は
、
毎
年
一
回
、
成
年
後
見
制
度
の
利
用

の
促
進
に
関
す
る
施
策
の
実
施
の
状
況
を
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
適
切
な
方
法
に
よ
り
公
表
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
章
　
基
本
方
針

第
十
一
条
　
成
年
後
見
制
度
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
施

策
は
、
成
年
後
見
制
度
の
利
用
者
の
権
利
利
益
の
保
護

に
関
す
る
国
際
的
動
向
を
踏
ま
え
る
と
と
も
に
、
高
齢

者
、
障
害
者
等
の
福
祉
に
関
す
る
施
策
と
の
有
機
的
な

連
携
を
図
り
つ
つ
、
次
に
掲
げ
る
基
本
方
針
に
基
づ

き
、
推
進
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
成
年
後
見
制
度
を
利
用
し
又
は
利
用
し
よ
う
と
す

る
者
の
能
力
に
応
じ
た
き
め
細
か
な
対
応
を
可
能
と

す
る
観
点
か
ら
、
成
年
後
見
制
度
の
う
ち
利
用
が
少

な
い
保
佐
及
び
補
助
の
制
度
の
利
用
を
促
進
す
る
た

め
の
方
策
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
必
要
な
措
置
を

講
ず
る
こ
と
。

二
　
成
年
被
後
見
人
等
の
人
権
が
尊
重
さ
れ
、
成
年
被

後
見
人
等
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
不
当
に
差
別
さ
れ

な
い
よ
う
、
成
年
被
後
見
人
等
の
権
利
に
係
る
制
限

が
設
け
ら
れ
て
い
る
制
度
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、

必
要
な
見
直
し
を
行
う
こ
と
。

三
　
成
年
被
後
見
人
等
で
あ
っ
て
医
療
、
介
護
等
を
受

け
る
に
当
た
り
意
思
を
決
定
す
る
こ
と
が
困
難
な
も

の
が
円
滑
に
必
要
な
医
療
、
介
護
等
を
受
け
ら
れ
る

よ
う
に
す
る
た
め
の
支
援
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
成

年
後
見
人
等
の
事
務
の
範
囲
を
含
め
検
討
を
加
え
、

必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

四
　
成
年
被
後
見
人
等
の
死
亡
後
に
お
け
る
事
務
が
適

切
に
処
理
さ
れ
る
よ
う
、
成
年
後
見
人
等
の
事
務
の

範
囲
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
必
要
な
見
直
し
を
行

う
こ
と
。

五
　
成
年
後
見
制
度
を
利
用
し
又
は
利
用
し
よ
う
と
す

る
者
の
自
発
的
意
思
を
尊
重
す
る
観
点
か
ら
、
任
意

後
見
制
度
が
積
極
的
に
活
用
さ
れ
る
よ
う
、
そ
の
利

用
状
況
を
検
証
し
、
任
意
後
見
制
度
が
適
切
に
か
つ

安
心
し
て
利
用
さ
れ
る
た
め
に
必
要
な
制
度
の
整
備

そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

六
　
成
年
後
見
制
度
に
関
し
国
民
の
関
心
と
理
解
を
深

め
る
と
と
も
に
、
成
年
後
見
制
度
が
そ
の
利
用
を
必

要
と
す
る
者
に
十
分
に
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
た

め
、
国
民
に
対
す
る
周
知
及
び
啓
発
の
た
め
に
必
要

な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

七
　
成
年
後
見
制
度
の
利
用
に
係
る
地
域
住
民
の
需
要

に
的
確
に
対
応
す
る
た
め
、
地
域
に
お
け
る
成
年
後

見
制
度
の
利
用
に
係
る
需
要
の
把
握
、
地
域
住
民
に

対
す
る
必
要
な
情
報
の
提
供
、
相
談
の
実
施
及
び
助

言
、
市
町
村
長
に
よ
る
後
見
開
始
、
保
佐
開
始
又
は

補
助
開
始
の
審
判
の
請
求
の
積
極
的
な
活
用
そ
の
他

の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

八
　
地
域
に
お
い
て
成
年
後
見
人
等
と
な
る
人
材
を
確

保
す
る
た
め
、
成
年
後
見
人
等
又
は
そ
の
候
補
者
に

対
す
る
研
修
の
機
会
の
確
保
並
び
に
必
要
な
情
報
の

提
供
、
相
談
の
実
施
及
び
助
言
、
成
年
後
見
人
等
に

対
す
る
報
酬
の
支
払
の
助
成
そ
の
他
の
成
年
後
見
人

等
又
は
そ
の
候
補
者
に
対
す
る
支
援
の
充
実
を
図
る

た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

九
　
前
二
号
の
措
置
を
有
効
か
つ
適
切
に
実
施
す
る
た

め
、
成
年
後
見
人
等
又
は
そ
の
候
補
者
の
育
成
及
び

支
援
等
を
行
う
成
年
後
見
等
実
施
機
関
の
育
成
、
成

年
後
見
制
度
の
利
用
に
お
い
て
成
年
後
見
等
実
施
機

関
が
積
極
的
に
活
用
さ
れ
る
た
め
の
仕
組
み
の
整
備

そ
の
他
の
成
年
後
見
等
実
施
機
関
の
活
動
に
対
す
る

支
援
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。
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十
　
成
年
後
見
人
等
の
事
務
の
監
督
並
び
に
成
年
後
見

人
等
に
対
す
る
相
談
の
実
施
及
び
助
言
そ
の
他
の
支

援
に
係
る
機
能
を
強
化
す
る
た
め
、
家
庭
裁
判
所
、

関
係
行
政
機
関
及
び
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
必
要

な
人
的
体
制
の
整
備
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず

る
こ
と
。

十
一
　
家
庭
裁
判
所
、
関
係
行
政
機
関
及
び
地
方
公
共

団
体
並
び
に
成
年
後
見
人
等
、
成
年
後
見
等
実
施
機

関
及
び
成
年
後
見
関
連
事
業
者
の
相
互
の
緊
密
な
連

携
を
確
保
す
る
た
め
、
成
年
後
見
制
度
の
利
用
に
関

す
る
指
針
の
策
定
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る

こ
と
。

第
三
章
　
成
年
後
見
制
度
利
用
促
進
基
本
計
画

第
十
二
条
　
政
府
は
、
成
年
後
見
制
度
の
利
用
の
促
進
に

関
す
る
施
策
の
総
合
的
か
つ
計
画
的
な
推
進
を
図
る
た

め
、
成
年
後
見
制
度
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
基
本
的

な
計
画
（
以
下
「
成
年
後
見
制
度
利
用
促
進
基
本
計

画
」
と
い
う
。
）
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
成
年
後
見
制
度
利
用
促
進
基
本
計
画
は
、
次
に
掲
げ

る
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一
　
成
年
後
見
制
度
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
目
標

二
　
成
年
後
見
制
度
の
利
用
の
促
進
に
関
し
、
政
府
が

総
合
的
か
つ
計
画
的
に
講
ず
べ
き
施
策

三
　
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
成
年
後
見
制
度

の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
か
つ
計
画

的
に
推
進
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項

３
　
法
務
大
臣
、
厚
生
労
働
大
臣
及
び
総
務
大
臣
は
、
成

年
後
見
制
度
利
用
促
進
基
本
計
画
を
変
更
し
よ
う
と
す

る
と
き
は
、
成
年
後
見
制
度
利
用
促
進
基
本
計
画
の
変

更
の
案
に
つ
き
閣
議
の
決
定
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

４
　
法
務
大
臣
、
厚
生
労
働
大
臣
及
び
総
務
大
臣
は
、
前

項
の
規
定
に
よ
る
閣
議
の
決
定
が
あ
っ
た
と
き
は
、
遅

滞
な
く
、
変
更
後
の
成
年
後
見
制
度
利
用
促
進
基
本
計

画
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
適
切
な
方
法
に

よ
り
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
章
　
成
年
後
見
制
度
利
用
促
進
会
議

第
十
三
条
　
政
府
は
、
関
係
行
政
機
関
相
互
の
調
整
を
行

う
こ
と
に
よ
り
、
成
年
後
見
制
度
の
利
用
の
促
進
に
関

す
る
施
策
の
総
合
的
か
つ
計
画
的
な
推
進
を
図
る
た

め
、
成
年
後
見
制
度
利
用
促
進
会
議
を
設
け
る
も
の
と

す
る
。

２
　
関
係
行
政
機
関
は
、
成
年
後
見
制
度
の
利
用
の
促
進

に
関
し
専
門
的
知
識
を
有
す
る
者
に
よ
っ
て
構
成
す
る

成
年
後
見
制
度
利
用
促
進
専
門
家
会
議
を
設
け
、
前
項

の
調
整
を
行
う
に
際
し
て
は
、
そ
の
意
見
を
聴
く
も
の

と
す
る
。

３
　
成
年
後
見
制
度
利
用
促
進
会
議
及
び
成
年
後
見
制
度

利
用
促
進
専
門
家
会
議
の
庶
務
は
、
厚
生
労
働
省
に
お

い
て
処
理
す
る
。

第
五
章
　
地
方
公
共
団
体
の
講
ず
る
措
置

（
市
町
村
の
講
ず
る
措
置
）

第
十
四
条
　
市
町
村
は
、
成
年
後
見
制
度
利
用
促
進
基
本

計
画
を
勘
案
し
て
、
当
該
市
町
村
の
区
域
に
お
け
る
成

年
後
見
制
度
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
施
策
に
つ
い
て

の
基
本
的
な
計
画
を
定
め
る
よ
う
努
め
る
と
と
も
に
、

成
年
後
見
等
実
施
機
関
の
設
立
等
に
係
る
支
援
そ
の
他

の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

２
　
市
町
村
は
、
当
該
市
町
村
の
区
域
に
お
け
る
成
年
後

見
制
度
の
利
用
の
促
進
に
関
し
て
、
基
本
的
な
事
項
を

調
査
審
議
さ
せ
る
等
の
た
め
、
当
該
市
町
村
の
条
例
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
審
議
会
そ
の
他
の
合
議
制
の

機
関
を
置
く
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
都
道
府
県
の
講
ず
る
措
置
）

第
十
五
条
　
都
道
府
県
は
、
市
町
村
が
講
ず
る
前
条
の
措

置
を
推
進
す
る
た
め
、
各
市
町
村
の
区
域
を
超
え
た
広

域
的
な
見
地
か
ら
、
成
年
後
見
人
等
と
な
る
人
材
の
育

成
、
必
要
な
助
言
そ
の
他
の
援
助
を
行
う
よ
う
努
め
る

も
の
と
す
る
。

附
　
則
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
月

を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら

施
行
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
三
条
及
び
第
五
条
の
規

定
は
、
同
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
超
え
な
い
範
囲
内

に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
検
討
）

第
二
条
　
認
知
症
で
あ
る
高
齢
者
、
知
的
障
害
者
そ
の
他

医
療
、
介
護
等
を
受
け
る
に
当
た
り
意
思
を
決
定
す
る

こ
と
が
困
難
な
者
が
円
滑
に
必
要
な
医
療
、
介
護
等
を

受
け
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
支
援
の
在
り
方
に
つ

い
て
は
、
第
十
一
条
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
検
討
と
の

整
合
性
に
十
分
に
留
意
し
つ
つ
、
今
後
検
討
が
加
え
ら

れ
、
そ
の
結
果
に
基
づ
き
所
要
の
措
置
が
講
ぜ
ら
れ
る

も
の
と
す
る
。
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